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○四国中央市水道局工事検査規程 

平成19年６月21日 

告示第118号 

改正 平成21年８月21日告示第153号 

四国中央市水道局工事検査規程(平成16年四国中央市告示第133号)の全部を改正する。 

(趣旨) 

第1条 この告示は、水道局の経費をもって支弁する土木工事、建築工事等(以下「工事」と

いう。)の検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 

(平21告示153・一部改正) 

(検査の目的) 

第2条 検査は、工事の材料、機械器具の適否及び工事の出来形について、調査検測し、工事

請負契約書、設計図書、仕様書その他関係書類と照合して、工事の適否を判定するととも

に、工事の的確厳正かつ能率的な施工を期することを目的とする。 

(平21告示153・一部改正) 

(検査の種類) 

第3条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 完成検査 既成部分検査又は中間検査において既に検査した部分も含め、その工事の

すべてについて行うものとする。 

(2) 既成部分検査 工事の請負者の請求に基づき、完成検査に準じて行うものとする。こ

の場合、手直しを要する部分は出来形から除くものとし、工事材料、設備機械器具等は

特別の場合を除くほか出来形と認めない。 

(3) 中間検査 工事の施行中において市長が必要と認めた場合に随時行うものとし、工事

の施行状況、材料等の適否、工期内の完成見通し等について、完成検査に準じて行うも

のとする。 

(4) 材料検査 特別の場合を除き、監督員及び検査員がその品名、品質、規格、寸法、数

量、強度、能力等について必要と認めるときに行うものとする。 

(5) 破壊検査 前各号の検査について必要と認めるときに行うものとする。 

(平21告示153・一部改正) 

(検査員) 

第4条 検査員は、四国中央市水道局の職員のうちから市長が任命する。 

(検査の委任) 

第5条 請負金額が130万円以下の工事にあっては、事業担当課において処理するものとする。

ただし、委託業務、修繕等は、請負金額が50万円以下とする。 
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(平21告示153・一部改正) 

(検査の実施) 

第6条 検査は、工事材料、備付機械器具、工事の出来形等について実地において行わなけれ

ばならない。ただし、次に掲げるものについては、公的な証明をもってこれに代えること

ができる。 

(1) 材料の強度試験 

(2) 電線器具の絶縁抵抗及び耐力試験 

(3) 管の水圧、通水又は通気試験 

(4) 前３号に掲げるもののほか、機器の性能試験 

2 検査員は、関係者に対し検査に必要な労務の提供、機械器具、関係書類等の提出又は説明

を求めることができる。 

(平21告示153・一部改正) 

(検査の立会い) 

第7条 検査には、当該検査に係る工事の監督員が立会いをしなければならない。 

2 検査には、係長以上の職にある職員が立会いをしなければならない。ただし、やむを得な

い場合は、この限りでない。 

3 局長又は課長は、検査に当たっては、当該検査に係る工事の請負者又は現場代理人及び主

任技術者、監理技術者又は専門技術者を立ち会わせなければならない。 

(指示) 

第8条 検査員は、完成検査の結果により、工事の目的物に影響を与えない事項のうち、工事

の請負者が行う必要があると認められる軽易な事項について、関係者に必要な指示を与え

ることができる。 

(平21告示153・一部改正) 

(修補工事の請求) 

第9条 検査員は、完成検査の結果、工事の目的物が設計図書に不適合で修補工事が必要であ

ると認めた場合は、工事の請負者に修補工事を請求し、これを施工させなければならない。 

2 検査員は、前項の規定により修補工事を請求したときは、工事検査復命書及び工事完成検

査済証にその旨を記載しなければならない。 

(修補工事完了の確認) 

第10条 工事の請負者は、修補工事が完了した場合は、直ちに検査員に報告し確認を受けな

ければならない。 

2 前条の規定は、検査員が修補工事の目的物が不適合で更に修補工事が必要であると認めた
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場合について準用する。 

(平21告示153・一部改正) 

(工事成績) 

第11条 市長は、検査により完了を確認した工事については、別に定めるところにより、そ

の成績を点数で評定するものとする。この場合において、完成検査により完成を確認した

工事については、評定した成績を工事の請負者に通知しなければならない。 

(平21告示153・一部改正) 

(検査復命) 

第12条 検査員は、検査を終了したときは、遅滞なく次に掲げる書類を添えて検査復命をし

なければならない。 

(1) 工事完成検査復命書(様式第１号。中間・既成部分検査は、様式第１号の標題完成を

中間・既成部分と読み替える。) 

(2) 工事成績評定表(様式第２号) 

(3) 細目別評定点採点表(様式第３号) 

(検査済証の交付) 

第13条 市長は、完成検査を終えたときは工事完成検査済証(様式第４号)及び項目別評定点

(様式第５号)を、既成部分検査を終えたときは既成部分検査確認書(様式第６号)を工事請

負者に交付しなければならない。 

(平21告示153・一部改正) 

(検査の委託) 

第14条 市長は、特別の事由があるときは、水道局職員以外の者又は他の機関に検査を委託

することができる。 

(その他) 

第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

(平21告示153・追加) 

附 則 

(施行期日) 

1 この告示は、告示の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この告示による改正前の四国中央市水道局工事検査規程の規定によりなされた措置その

他の行為は、なお従前の例による。 

附 則(平成21年８月21日告示第153号) 
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(施行期日) 

1 この告示は、告示の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この告示による改正後の第13条及び様式第５号の規定は、平成21年９月１日以後に実施し

た完成検査から適用し、同日前に実施した完成検査については、なお従前の例による。 
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様式第1号(第12条関係) 

様式第2号(第12条関係) 

様式第3号(第12条関係) 

様式第4号(第13条関係) 

様式第5号(第13条関係) 

(平21告示153・追加) 

様式第6号(第13条関係) 

(平21告示153・旧様式第５号繰下) 

 


